
 

 

佐世保工業高等専門学校技術相談取扱規則 

 

（平成２７年４月１日制定） 

 

（趣旨） 

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）における技術相談について、技

術相談の受入及び実施、並びに技術相談料（以下「相談料」という。）に関して、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 技術相談 企業等における技術的な問題を解決するため、本校の有する研究成果や

技術的知識を広く活用する一時的な相談とし、申込者に対する技術的問題解決に向け

ての支援、及び相互の研究開発等の活性化を図るための技術指導・助言や情報交換に限

定するものをいう。 

二 知的財産 独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則（平成１６年４

月１日制定）第２条第３項に定める権利をいう。 

三 相談者 技術相談の申込みを行う企業その他の団体等をいう。 

四 相談員 技術相談を実施する本校の職員等をいう。 

五 相談担当者 技術相談を受け付け、相談内容への対応並びに相談者及び相談員との

連絡調整並びに他機関への紹介を行う本校の職員等をいう。 

（技術相談の申込み） 

第３条 相談者は、申込書を校長に提出しなければならない。 

（受入れの原則） 

第４条 技術相談は、原則として本校の職員の職務と同一のもの、又は職務と密接に関連し、

本校の業務の運営に支障がないと認められる場合であり、本校内においてこれを行うも

のとする。 

（受入れの条件） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する場合は、受け入れないものとする。 

一 本校が有する学術的知見の提供では対応できないもの 

二 技術保証等のために機構又は本校の名称を利用することを目的とする場合 

三 技術相談の結果に基づく相談者の事業や活動に、機構が過度の責任を負うことを求

められる場合 

四 その他、校長が相談を受け入れるべきでないと判断する場合 

（受入れの決定） 

第６条 前条の規定に基づく申込みがあったときは、地域共同テクノセンターにおいて相

談員を決定後、校長が受入れを決定するものとする。 

２ 校長は、技術相談の受入れを決定したときは、相談者及び相談員に通知するものとする。 

（相談者の負担する経費） 

第７条 相談者は、別に定める額の相談料を納付しなければならない。ただし、初回は無料

とする。 



 

 

２ 相談場所が学外である場合及び技術相談の経過で分析等を実施した場合においては、 

前項の相談料のほか、当該交通費及び費用等（以下「必要経費」という。）を別に定める

ところにより納付しなければならない。 

３ 必要経費は、相談料とは別に納付するものとする。 

（相談料の減免） 

第８条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、相談料を減免す

ることができるものとする。 

一 公的機関からの申込の場合 

二 申込時において、相談者が、共同研究等の申請を前提とする旨の意思表示をした場合 

三 相談者が西九州テクノコンソーシアムの会員の場合 

四 その他、校長が必要と認める場合 

（相談料及び必要経費の納付） 

第９条 相談料について、相談者は本校からの請求書に基づき、技術相談の開始前までに所

定の銀行口座に納付しなければならない。ただし、別に定める場合においては、この限り

ではない。 

２ 必要経費について、相談者は技術相談の実施後に本校から送付する請求書に基づき、 

指定する期日までに所定の銀行口座に納付しなければならない。 

３ 納付された相談料及び必要経費は返還しないものとする。ただし、本校の責に起因する

理由により技術相談を中止したときは、相談者からの返還請求に基づき、返還に応じるも

のとする。 

（技術相談協力者） 

第１０条 相談員が、技術相談を実施するうえで、相談員以外の者の参加又は協力を得るこ

とが必要となった場合は、相談者の同意を得て、当該相談員以外の者を協力者として技術

相談に参加させ、又は協力させることができる。 

（秘密の保持） 

第１１条 相談員、相談担当者及び技術相談協力者並びに相談者は、技術相談の実施に際し

て提供若しくは開示を受け、又は相手方より知り得た秘密情報について、その一切の情報

に係る秘密保持に十分に配慮しなければならない。 

（契約の締結等） 

第１２条 技術相談の経過において成果有体物の提供を行う場合は、独立行政法人国立高

等専門学校機構成果有体物取扱規則（機構規則第１１９号）に基づき、研究成果有体物提

供契約を締結しなければならない。 

２ 技術相談の結果、共同研究、受託研究、受託試験等を行うこととなった場合は、契約締

結等の必要な手続を行わなければならない。 

３ 期間及び指導回数が特定され、かつ、技術指導の対価の他に交通費等の必要経費の徴収

が必要となる場合、及び教職員の指導の下に学校の研究設備・機器等を使用する場合は、

独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則における受入研究者指導料として

取り扱うものとし、共同研究（技術指導）契約を締結するものとする。 

（知的財産） 

第１３条 相談員は、技術相談の経過中又は結果として知的財産が生じた場合、発明等届を



 

 

すみやかに本校の知的財産委員会に提出しなければならない。 

（技術相談の終了報告） 

第１４条 相談員は、技術相談が終了したときは、校長にその旨を報告しなければならない。 

（受付窓口） 

第１５条 技術相談の受付は、地域共同テクノセンターにおいて行うものとする。 

（雑則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、技術相談に関して必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


